
Ｒ７ 県公立学校教頭会との意見交換会 

教育連携推進課 教育ＤＸ推進室 

３ ＩＣＴ活用推進のための人材派遣について  Ⅱ－４－（２） 

質問 

・ 

意見 

各学校でＩＣＴ環境が整備され、児童生徒の学習に大きな成果をあげています。一斉

指導での活用はもちろん、児童生徒１人１台の端末を使った個々の学習進度にあわせた

教材の活用、探究的な学習での調べ学習などの使用が進み、充実した学習活動が行える

ようになっています。 

しかしながら、校内研修を通して自己研鑽を進めているものの、教員個々のＩＣＴ活

用能力には大きな差があり、授業の中での有効活用が十分図られていない状況がありま

す。 

また、ＩＣＴの校内運用や端末・ネットワークの不具合への対応といった業務も担当

教員・管理職の負担となっています。 

このような状況から、学校では、教員の授業への支援、環境整備の支援を専門的に行

うＩＣＴ支援員の配置が求められています。 

国においては、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備計画」、これに続く「学校のＩＣＴ

環境整備計画」に基づき、４校に１人の割合でＩＣＴ支援員を配置できる地方財政措置

が講じられていると聞いております。 

教頭会で行った調査によれば、ＩＣＴ支援員が何らかの形で配置されている学校は県

全体で約３割にとどまっています。また、支援員が学校配置ではなく、教育委員会事務

局に置かれ、必要に応じて学校に出かけて支援を行う体制で取り組んでいる市町村もあ

るようです。 

学校としては、複数校兼務の形であっても、支援員が学校現場に配置され、週に１回

など定期的に支援を行う体制を整えていただきたいと考えます。 

島根県教育委員会におかれましては、国に対してＩＣＴ支援員の配置が一層進むよう

要望いただくとともに、市町村教育委員会に対し、地方交付税措置を活用して学校にＩ

ＣＴ支援員の配置を進めるよう働きかけをお願いします。 

回答 

ＩＣＴを活用した教育が、学校間や市町村間の格差なく、確実に行える環境は重要と考え

ているため、県教育委員会では、希望する学校全てにＩＣＴ支援員を配置できるよう財政装

置の更なる充実を図るよう、全国都道府県教育長協議会を通じて、国へ要望している。 

国は、「学校のＩＣＴ環境整備３か年計画（2025～2027年度）」を策定し、学校のニーズ

に応じたＩＣＴ支援体制などに関して、地方財政措置を講じているが、その財源をどの施策

に充当するのかは、各市町村が施策の優先順位により判断されるもの。 

県教育委員会では、県・市町村教育長会議の度に、「外部人材や外部委託等による学校の

負担軽減には、予算措置が必要であり、予算編成権を持つ首長部局への働きかけを行うこと

が重要」と説明している。 

引き続き、各市町村教育委員会に対して、ＩＣＴ支援員の配置も含めた外部人材の活用等

にかかる予算措置ついて、働きかけていく。 

 


